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第 1 章 計画の策定にあたって        

１．計画策定の背景と趣旨                   

 少子化や地域コミュニティの希薄化、核家族化の進行などにより、子どもや子育ての環

境が大きく変化する中、2012（平成 24）年 8 月に、子ども・子育て支援法を始めとする

「子ども・子育て関連 3 法」が成立し、子ども・子育て支援新制度が始まりました。新制

度では「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定が求められており、大分市では 2015

（平成 27）年 2 月に現行の「すくすく大分っ子プラン」を策定し、この計画に基づき、子

ども・子育て施策を推進してきました。 

 こうした中、国は、2016（平成 28）年に「ニッポン一億総活躍プラン」を策定し、「希

望出生率 1.8」の実現に向け、働き方改革の推進や子育て環境の整備を掲げるとともに、そ

の取り組みの一環として、女性の就業率 80％に対応しうる保育の受け皿を整備することを

目的とした「子育て安心プラン」を 2017（平成 29）年に公表し、待機児童解消に向けた

取り組みを加速化させました。また、放課後児童対策として 2019（令和元）年に「新・

放課後子ども総合プラン」を策定し、放課後児童クラブの受け皿整備などを推進している

ほか、子育て世帯の負担軽減として、2019（令和元）年 10 月から幼児教育・保育の無償

化を実施しています。 

 また、同年、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることの

ないよう、「子供の貧困対策に関する大綱」の見直しを行い、取り組みの充実を図っていま

す。さらに、痛ましい事件の続く児童虐待では、児童虐待防止法や児童福祉法を改正し親

権者の体罰禁止を明文化するとともに、児童相談所の体制強化、関係機関の連携強化など

を進めています。 

 本年度末に計画期間が満了する「すくすく大分っ子プラン」は、こうした国の動向及び

大分県の取り組み、子どもや子育てを取り巻く社会情勢の変化などを踏まえて見直しを行

うとともに、新たな課題への対策等についても計画に反映する中で「第 2 期すくすく大分

っ子プラン」を策定いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 総論 


























































































































































































































